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新株式発行に関する取締役会決議のお知らせ 

株式会社ＮＰＴ（東京都江東区、以下「当社」）は、本日 2024 年 12 月 19 日開催の取締役会に

おいて、当社普通株式の TOKYO PRO Market への上場に伴う新株式発行に関し、下記のとおり決

議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

新株式発行の件 

（1）発行株式数 普通株式 1,000,000 株以内 

（2）払込金額 未定（2025 年 1 月 9 日（木曜日）開催の取締役会で決定する。） 

（3）発行価格 未定（払込金額決定後、払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件

における需要状況等を勘案した上で、2025 年 1 月 20日（月曜日）に決定す

る。 

（4）勧誘の方法 特定投資家向け取得勧誘とする。なお、特定投資家向け取得勧誘における価

格（発行価格）は、今後の取締役会において決定する払込金額以上の価格で

仮条件を提示し、当該仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で、2025 年

1 月 20 日（月曜日）に決定する。 

（5）申込株数単位 100 株 

（6）申込期間 2025 年 1 月 21 日（火曜日）から 

2025 年 1 月 23 日（木曜日）まで 

（7）払込期日 2025 年 1 月 28 日（火曜日） 

（8）増加する資本金及び

資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は、2025 年 1 月 20 日（月曜日）に決定される予定の発

行価格を基礎として、会社計算規則第 14 条の 1 項に基づき算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

（9）その他 この新株発行に必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。 

https://neopt.jp/


［ご参考］ 

１．特定投資家向け取得勧誘等の概要 

（1）発行株式数 普通株式数 1,000,000 株以内 

（2）需要の申告期間 2025 年 1 月 10 日（金曜日）から 

2025 年 1 月 16 日（木曜日）まで 

（3）価格決定日 2025 年 1 月 20 日（月曜日） 

（発行価格は、払込金額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した

上で決定する）。 

（4）申込期間 2025 年 1 月 21 日（火曜日）から 

2025 年 1 月 23 日（木曜日）まで 

（5）払込期日 2025 年 1 月 28 日（火曜日） 

（6）株式受渡期日 2025 年 1 月 30 日（木曜日） 

２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式数 4,611,300 株 

今回の増加株式数（予定） 1,000,000 株 

増資後の発行済株式総数（予定） 5,611,300 株 

３．増資資金の使途 

今回の増資による取得概算額 1,000,000 千円（注１）の資金使途は以下のとおりでありま

す。 

項目 予定金額 

免疫細胞療法の治験費用及び当該期間の人件費・固定費 300,000 千円 

再生医療等製品の製造販売の承認を受けるための費用及び当該

期間の人件費・固定費 
700,000 千円 

（注1） 特定証券情報提出時における想定発行価格（1,200 円）を基礎として算出した見込

み額であります。 

４．株主への利益配分 

当社はこれまで配当を実施した実績はなく、現在においても累積損失が発生しておりま

す。そのため、まずは生成医療等製品の製造・販売の承認取得に向けた研究開発費及び

その期間における人件費その他固定費への資金充当を優先させ、早期の累積損失の解消

に努めてまいります。 

以上 

 

 
ご注意：この文章は、投資者に対する情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的に作成されたもの

ではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「特定証券情報」をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断 で

行うようお願いいたします。 


